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「神戸市こどもを虐待から守る条例（案）」 提案趣旨 

 

 こどもは生まれた時から一人の人間としてその権利が保障され，尊重される

べき存在であり，健やかに成長する権利があります。そして，神戸市民全体の

幸せであり，希望，願いでもあるこどもの幸せの実現のためには，保護者が喜

びや生きがいを感じながら，安心して子育てができるよう，社会全体で支援し

ていくことが必要です。 

こどもへの虐待は，こどもの基本的人権を否定する著しい人権侵害であり，

こどもの心身の健やかな成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもので，理

由の如何に関わらず決して許されるものではありません。 

こうした認識の下，神戸市は，市民，行政及び地域が一体となって，虐待の

ない子育てに優しい街を目指すとともに，虐待が起こった時にはそれを決して

許さず，厳しい態度で臨むことが求められています。 

こどもへの虐待をなくしていくためには，虐待の未然防止，早期発見，早期

対応，虐待の対応後のこども，保護者等への支援を強化し，充実させていく必

要があります。 

そこで，こどもたちの幸せを守り，虐待を防止するため，全ての神戸市民が

一体となって，地域の力でこどもと家庭を支える社会を推進することを目指し，

「神戸市こどもを虐待から守る条例」を提案いたします。 
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   神戸市こどもを虐待から守る条例  

 こどもは生まれた時から一人の人間としてその権利が保障され，尊重されるべ

き存在であり，健やかに成長する権利がある。そして，神戸市民全体の幸せであ

り，希望，願いでもあるこどもの幸せの実現のためには，保護者が喜びや生きが

いを感じながら，安心して子育てができるよう，社会全体で支援していく必要が

ある。  

こどもへの虐待は，こどもの基本的人権を否定する著しい人権侵害であり，

こどもの心身の健やかな成長及び人格の形成に重大な影響を与えるもので，理由

の如何に関わらず決して許されない。  

こうした認識の下，神戸市は，市民，行政及び地域が一体となって，虐待の



ない子育てに優しい街を目指すとともに，虐待が起こった時にはそれを決して許

さず，厳しい態度で臨むことが求められている。  

こどもへの虐待をなくしていくためには，虐待の未然防止，早期発見，早期

対応，対応後のこども，保護者等への支援を強化・充実させていく必要がある。  

こどもたちの幸せを守り虐待を防止するため，全ての神戸市民が一体となっ

て，地域の力でこどもと家庭を支える社会を推進するため，この条例を制定する。  

 （目的）  

第１条  この条例は，こどもを虐待から守るための基本理念を定め，神戸市（以

下「市」という。），市民（市内で活動する者及び団体を含む。以下同じ。），

保護者及び近親者並びに関係機関等の責務を明らかにするとともに，市内か

ら虐待がなくなるよう，虐待の予防及び早期発見並びに虐待を受けたこども

の保護その他こどもを虐待から守るための施策の基本的事項を定めることに

より，こどもを虐待から守る施策を総合的に推進し，もってこどもの心身の

健やかな成長及び発達に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定める

ところによる。  

(1)  こど も  児童虐 待の 防止等 に関 す る法律 （平成 12年 法律第 82号 。以 下

「法」という。）第２条に規定する児童をいう。  

(2) 保護者  法第２条に規定する保護者をいう。  

(3) 近親者  保護者の２親等以内の親族をいう。  

(4) 虐待  法第２条に規定する児童虐待をいう。  

(5) 関係機関等  学校，児童福祉施設，医療機関その他こどもの福祉に業務

上関係のある団体及び学校の教職員，児童福祉施設の職員，医師，歯科医

師，薬剤師，保健師，助産師，看護師，弁護士その他こどもの福祉に職務

上関係のある者をいう。  

(6) 通告受理機関  神戸市児童相談所条例（昭和 39年３月条例第 70号）に基

づく神戸市こども家庭センター（以下「こども家庭センター」という。），

区役所（神戸市区の事務所の名称，位置及び所管区域等に関する条例（昭



和 25年３月条例第 164号）に規定する区の事務所をいう。以下同じ。），神

戸市区役所支所及び出張所設置条例（平成 29年３月条例第 47号）に基づく

区役所支所（以下「支所」という。）並びに神戸市福祉事務所条例（昭和

26年 10月条例第 68号）に基づく福祉事務所をいう。  

（基本理念）  

第３条  虐待は，こどもの人権を著しく侵害し，こどもの心身の健やかな成長及

び発達並びに人格の形成に重大な影響を及ぼすものであり，何人も虐待を行

い，又は虐待を許してはならない。  

２  虐待への対応は，こどもの利益に最大限配慮しなければならない。  

３  市，市民，保護者及び関係機関等は，次世代を担う全てのこども一人一人が

尊重され，及び健やかに成長することができる虐待のない社会の実現を目指

し，総力を挙げて取り組まなければならない。  

（市の責務）  

第４条  市は，虐待の防止及び予防のため，子育て家庭が孤立することのない地

域社会の形成に向け，虐待の未然防止及び早期発 見のための取組，子育てに

係る心身の負担を軽減する事業その他の子育てに役立つ施策を推進するとと

もに，こどもが安心して成長できるよう，環境の整備に努めなければならな

い。  

２  市は，こども家庭センター，区役所及び関係機関等の連携を強化し，虐待の

未然防止，早期発見及び支援の充実に努めなければならない。  

３  市は，専門的知識に基づき虐待を受けたこどもの保護及び自立の支援をより

迅速かつ適切に行うことができるよう，こども家庭センター及び区役所の職

員，学校の教職員，児童福祉施設の職員その他虐待を受けたこどもの保護及

び自立の支援を行う職務に携わる者の確保及び体制の拡充に努めるとともに，

研修その他の必要な措置を講じ，虐待に関する専門的な知識を有する職員の

育成に努めなければならない。  

４  市は，虐待を防止するため，虐待に係る通告義務及び市が実施する子育て支

援策等について必要な広報その他の啓発活動を行わなければならない。  

５  市は，関係機関等がこども及び保護者への適切な支援を行えるよう，関係機



関等の取組を支援するよう努めなければならない。  

６  市は，虐待を受けたこどもがその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分

析及び検証を行うとともに，当該検証に基づき必要な対策を講ずるものとす

る。  

７  市は，虐待の未然防止及び早期発見のための方策，虐待を受けたこどものケ

ア並びに虐待を行った保護者の指導及び支援の在り方，学校の教職員及び児

童福祉施設の職員が虐待防止に果たすべき役割その他虐待の防止のために必

要な事項についての調査研究を行うものとする。  

（市民の責務）  

第５条  市民は，こどもを虐待から守り，虐待のない子育てしやすいまちづくり

を進めるため，市の施策及び関係機関等の取組に積極的に協力するとともに，

虐待のないまちづくりの推進に積極的な役割を果たす よう努めなければなら

ない。  

２  市民は，虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は，速やかに，通告

受理機関に通告しなければならない。  

３  市民は，子育てに係る保護者の負担を理解するとともに，地域においてこど

も及び保護者（以下この項において「こども等」という。）を見守り，及びこ

ども等への声かけ等を行うことを通じ，こども等との関わりを深め，子育て

に係る生活環境が地域社会から孤立することのないよう努めなければならな

い。  

（保護者及び近親者の責務）  

第６条  保護者は，虐待を行ってはならない。  

２  保護者は，虐待が正当化されないことを認識するとともに，しつけに際して

こどもに身体的又は精神的苦痛を与えることのないよう，こどもの人権に配

慮し，及びこどもの心身の健やかな成長及び発達を図るよう努めなければな

らない。  

３  保護者は，子育てに関する知識の習得に努め，自らが子育てについての第一

義的責任を有することを自覚し，及びこどもに愛情を持って接するとともに，

年齢に応じた配慮をしながらこどもの健全な養育に努めなければならない。  



４  保護者は，子育ての支援等が必要となった場合，子育て支援事業を利用する

とともに，地域活動等へ積極的に参加することにより，子育てに係る生活環

境が地域社会から孤立することのないよう努めなければならない。  

５  保護者は，市長，通告受理機関又は関係機関等による調査に協力するととも

に，市又は関係機関等から指導又は助言その他の支援を受けた場合は，これ

らに従って必要な改善等を行うよう努めなければならない。  

６  近親者は，保護者の子育てに積極的に協力し，こどもの健全育成の支援に努

めなければならない。  

７  近親者は，虐待の事案又は虐待の疑いのある事案について，通告受理機関等

と連携し，こどもの安全確保に努めなければならない。  

（関係機関等の責務）  

第７条  関係機関等は，自らが全てのこどもの心身の健やかな成長に資する職務

を担っていることを自覚し，市が実施する虐待の予防及び早期発見のための

施策の推進に協力するよう努めなければならない。  

２  関係機関等は，その専門的知識及び経験を生かし，こどもを虐待から守るた

め，虐待の未然防止及び早期発見のための取組を行うよう努めるとともに，

こどもが地域において安心かつ安全に生活できるようこども及び保護者の支

援に努めなければならない。  

３  関係機関等は，虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は，速やかに，

通告受理機関に通告するとともに，通告受理機関による調査，適切な保護及

び支援等に協力するよう努めなければならない。  

４  関係機関等は，虐待の未然防止及び早期発見に向け，職員が必要な知識を修

得できるよう，職員に対する研修等の機会を設けるよう努めなければならな

い。  

５  関係機関等は，子育て支援事業等多様な機会を通じ，広く子育ての相談に応

じるとともに，市民に対し広く虐待の防止に係る啓発等を行うよう努めなけ

ればならない。  

（市長の責務）  

第８条  市長は，通告受理機関の長から定期的に虐待の事案に関する報告を受 け



るとともに，当該事案のうち市長が重大と認めたものについて速やかに対応

状況を把握し，及びこども家庭センター長に対して適切な助言をしなければ

ならない。  

２  市長は，重大と認めた事案について，市会へ報告しなければならない。  

（母子保健施策等との連携）  

第９条  市は，母子保健事業を通じ，子育て家庭が安心して子育てができるよう

支援し，家庭の状況に応じて必要な対応を行うよう努めなければならない。  

２  市は，母子保健事業を通じ，虐待の予防及び早期発見に努めるとともに，市

民，関係機関等及び警察と連携を図り，虐待に適切に対 応しなければならな

い。  

３  こどもに関わる医療機関又は学校等は，支援を必要とする妊産婦又はこども

の情報を把握した場合は，市へ の情報提供等，市との連携を強化 することに

より，虐待の未然防止に努めるものとする。  

（情報の共有等）  

第 10条  市は，次の各号に掲げる場合には，当該場合に係る事案の情報を通告受

理機関において適切に共有し，各通告受理機関が管理する情報に差異が生じ

ないよう必要な措置を講ずるものとする。  

 (1) 虐待の事案又は虐待の疑いのある事案を把握した場合  

 (2) 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 27条第１項第３号の措置を解除し

ようとする場合  

 (3) 児童福祉法第 33条第１項又は第２項の規定による一時保護を解除しようと

する場合  

２  市は，前項第１号に規定する事案について，当該事案に係るこども及び保護

者の情報を警察と適切に共有するよう努めなければならない。  

３  市は，こどもの安全確保及び自立支援を目的として，必要に応じて，第１項

第１号に規定する事案に係るこども又は保護者の氏名，住所，心身の状況そ

の他これらの者に係る情報を関係機関等と共有することができる。  

４  前項の規定に基づき情報を得た者は，正当な理由がなく，第１項第１号に規

定する事案に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。  



５  通告受理機関は，第１項第１号に規定する事案に係るこども又は保護者が転

入（住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）第 22条の転入をいう。）をし，又

は転出（同法第 24条の転出をいう。）をした場合，転入又は転出に係る地方公

共団体と当該こども又は保護者を支援するために必要な情報を共有するなど

の必要な措置を講じるよう努めるものとする。  

（虐待を受けたこどもに対する保護及び支援等）  

第 11条  市は，関係機関等と連携し，虐待を受けたこどもの心身の健全な発達を

促進するため，当該こどもの意思を尊重しつつ，当該こどもに対し適切な保

護及び支援を実施し，及び自立に向けた指導及び援助を行うよう努めなけれ

ばならない。  

２  市は，虐待を受けたこどもが良好な家庭的環境において養育を受け，及びそ

の年齢に応じた教育を受けることができるよう，一時保護をする施設等を整

備し，及び里親等の拡充を推進するために必要な支援に努めるものとする。  

３  市長又は福祉事務所長は，法第８条第１項に規定する安全の確認を行うため

の措置その他の法に規定する権限を行使し，こどもの命を守る ために必要な

措置を講じなければならない。  

４  こども家庭センター長は，法第８条第２項に規定する安全の確認を行うため

の措置又は同項第１号に規定する一時保護（以下「安全確認等」という。）そ

の他の法に規定する権限を行使し，こどもの命を守るために必要な措置を講

じなければならない。  

５  市長は，法第８条の２に規定する出頭要求及び必要な調査又は質問（以下

「出頭要求等」という。），法第９条第１項に規定する立入り及び必要な調査

又は質問（以下「立入調査等」という。），法第９条の２第１項に規定する出

頭要求及び必要な調査又は質問（以下「再出頭要求等」という。），法第９条

の３第１項に規定する臨検又は捜索及び同条第２項に規定する必要な調査又

は質問（以下「臨検等」という。）その他の法に規定する権限を行使し，こど

もの命を守るために必要な措置を講じなければならない。  

６  こども家庭センター長は，第４項に規定する安全確認等を行う場合において，

必要があると認めるときは，法第 10条に規定する警察署長に対する援助要請



の実施について検討しなければならない。市長が，前項に規定する立入調査

等又は臨検等を行う場合についても，同様とする。  

（犯罪性の検討）  

第 12条  市長及び通告受理機関の長は，第３条第１項の理念に基づき，家庭の事

情に配慮しつつ，犯罪性のある事案について告発の検討を怠ってはならない。  

２  こども家庭センター長は，虐待の事案について，弁護士等の専門家の意見を

聴取し，当該事案の犯罪性の有無について検討しなければならない。  

（虐待を行った保護者の支援，指導等）  

第 13条  市は，関係機関等と連携し，虐待を行った保護者と当該保護者から虐待

を受けたこどもの良好な関係を再構築するための援助計画を作成するととも

に，当該援助計画に基づき，当該保護者に対して虐待の 再発防止の指導その

他の支援を行うものとする。  

（虐待の防止等に係る体制の整備）  

第 14条  市は，こども及び保護者の支援を適切に行えるよう，毎年度，通告受理

機関における虐待の防止に関する取組の状況を把握し，及び検証するととも

に，組織の役割及び機能分担並びに国が定める職員の配置基準等を踏まえ，

人員の確保，施設の整備その他の虐待の防止に必要な体制を整備しなければ

ならない。  

２  市は，区役所においてこども及び保護者の支援を適切に行うことができるよ

う，支援を行うための拠点として整備し，及び職員の研修を徹底するよう努

めなければならない。  

３  市は，児童福祉法第 25条の２第１項に規定する要保護児童対策地域協議会が

関係機関等と協力し，及び連携し，並びに適切に機能するよう努めなければ

ならない。  

４  市は，警察及び家庭裁判所との対応を円滑に行うため，法的な知見の強化を

図ることを目的として，弁護士等の専門的知識を有する者を置く。  

（虐待防止の推進）  

第 15条  市は，関係機関等と連携し，虐待を早期に発見することができるよう，

相談又は通告を容易に行うことができる環境づくりに努めるものとする。  



２  市は，学校教育の場において，命の大切さ及び人権尊重の観点から，こども

及び保護者に対し，虐待防止の啓発に取り組むものとする。  

 （虐待防止推進月間）  

第 16条  市民の間に広く虐待の防止等についての関心と理解を深めるため，虐待

防止推進月間を設ける。  

２  虐待防止推進月間は， 11月とする。  

３  市は，関係機関等と連携し，虐待防止推進月間の趣旨にふさわしい事業を実

施するよう努めるものとする。  

（財政上の措置）  

第 17条  市は，こどもを虐待から守るための施策を実施するために必要な財政上

の措置を講ずるよう努めるものとする。  

（市会への報告及び公表）  

第 18条  市長は，毎年，虐待の発生状況，通告の状況，虐待に係る市の施策の実

施状況その他の市内における虐待に係る状況について，年次報告として取り

まとめ議会に報告するとともに，市民に公表するものとする。  

（施行細目の委任）  

第 19条  この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。  

   附  則  

 この条例は，平成 31年４月１日から施行する。  

 

               理     由  

こどもたちの幸せを守り虐待を防止するに当たり，条例を制定する必要があ

るため。  

 



文 教 こ ど も 委 員 会

（ こ ど も 家 庭 局 ）

平成 30 年 11 月 30 日 

文教こども委員会資料

＜神戸市こどもを虐待から守る条例（案）関連＞

平成 30 年 11 月 30 日 

こ ど も 家 庭 局





「神戸市こどもを虐待から守る条例」（案）

に関する神戸市の取り組み状況 

１．児童虐待相談・通告件数の推移

 児童虐待に関する相談件数は、年々増加する傾向にあり、本市こども家庭センタ

ーの平成 29年度の児童虐待相談件数は 1,548件と過去最も多い件数となった。

相談通告の経路としては、警察からの通告が最も多く、1,548件中、758件と 49％

を占めている。

※平成 30年度は 29年度を上回るペースで推移している。 

※平成 29年 9月 30日時点 757件→平成 30年 9月 30日時点 913件 

２．国における児童虐待対応に係る最近の動向

（1）児童福祉法改正（平成 28 年 5 月 27 日成立） 
 全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援

までの一連の対策の更なる強化等を図るため、平成 28年に児童福祉法の改正が

行なわれた。

＜主な改正内容＞

・児童福祉法の理念の明確化等

・児童虐待の発生予防

・児童虐待発生時の迅速・的確な対応

・被虐待児童への自立支援
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（2）児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の改正 
（平成 29 年 6 月 14 日成立） 

  虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童等の保護についての司法関与

を強化する等の措置を講ずるため、平成 29年に児童福祉法及び児童虐待の防止

等に関する法律の改正が行なわれた。 
＜主な改正内容＞ 
・虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与 
・家庭裁判所による一時保護の審査の導入 
・接近禁止命令を行うことができる場合の拡大 

 
（3）児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策 

（平成 30年 7月 20日 厚生労働省子ども家庭局長通知） 
  平成 30年 3月に発生した東京都目黒区の児童虐待による女児の死亡事故を受

け、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議が 6月に開催された。 

この会議において、子どもの命を守ることを何より第一に据え、すべての行政

機関があらゆる手段を尽くすよう緊急に対策を講じることとされたことを受け、

平成 30年 7月 20日付で「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が取

りまとめられた。 
＜主な内容＞ 
・転居した場合の児童相談所間における情報共有の徹底  
・子どもの安全確認が出来ない場合の対応の徹底  
・児童相談所と警察の情報共有の強化 
・子どもの安全確保を最優先とした適切な一時保護や施設入所等の措置の実施

解除 
・乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施 
・「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」の策定 
など 13項目 
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３．本市の取り組み状況 
  本市では、児童虐待対応の専門機関として、こども家庭センターに児童虐待に対

応する部署を設けている。また、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援等を通

じて、妊娠や子育て不安、孤立感等に対応するため、地域に身近な育児相談窓口と

して、各区・支所に「こども家庭支援室」を設置し、児童虐待の早期発見・早期対

応に努めている。これらの部署が連携することにより、児童虐待の発生予防から早

期対応、家庭支援といった一連の対応を行っている。 
 
（1）連携強化 
① こども家庭センターとこども家庭支援室の連携強化 

  ・こども家庭センターでは、地域における身近な育児相談窓口として各区・支所

に設置している「こども家庭支援室」と連携しながら、虐待の早期発見・早期

対応に努めている。 
・現在、「こども家庭支援室」で稼働中の児童相談システムを住基情報等と連動さ

せるとともに、こども家庭センターへも導入し、情報の共有化・一元化を図る。 
 
② 関係機関等との連携強化 
イ 神戸市区・要保護児童対策地域協議会 

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、児童に関わりのある地域

の関係機関が情報や考え方を共有し、適切に連携することで、速やかな対応、

再発防止を図っている。 

ロ 児童家庭支援センターとの連携強化 
こども家庭センターの補完的役割を果たす地域の拠点として、中央区と北

区に児童家庭支援センターを設置している。 

ハ 警察との連携強化 
・「児童虐待事案に係る神戸市及び兵庫県警察との連携に関する協定」締結 
（平成 26年２月５日） 

・平時から情報共有を行うことで、相互の連携・協力体制を強化 
・警察ＯＢ職員を２名配置（平成 28年度～） 

ニ 弁護士との連携強化 
児童虐待の対応における法律的判断や裁判手続き等において、サポート弁

護士（3名）による法的な助言･指導を受けている。 
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（2）体制強化 
① こども家庭センター・区役所の体制強化 
・平成 29年度に各区・支所のこども家庭支援課に児童虐待対応職員を 1名ずつ（計

11名）増員配置 

・平成 30年度より、こども家庭センターに児童福祉司２名を増員配置 

・児童福祉司任用後研修、要保護児童対策調整機関調整担当者研修の実施 

② 児童福祉施設の職員の人材育成 
・家庭支援専門相談員連絡会、新任職員研修会（児童養護施設連盟主催）、衛生管

理講習会の実施       
 
（3）普及啓発 

・子育て市民講座や虐待防止シンポジウムの開催 
・毎年 11月の児童虐待防止推進月間を中心としたオレンジリボンキャンペーン

の実施（平成 30年度は 11月 3日にオレンジウォークを開催） 
・研修会等へこども家庭センター職員を派遣 

 
（4）調査研究 

・児童虐待死亡等事例検証委員会 
児童虐待等の防止に関する法律第４条第５項に基づき、虐待による重症また

は死亡事例があった場合、児童虐待死亡等事例検証委員会を開催し、再発防止

策等について提言を受けている。 
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４．児童虐待に関する条例の他都市の制定状況 

 

都市名 条例 備考 

川崎市 川崎市子どもを虐待から守る条例 議員立法 H25.4.1施行 

横浜市 横浜市子供を虐待から守る条例 議員立法 H26.11.5施行 

名古屋市 名古屋市児童を虐待から守る条例 議員立法 H25.4.1施行 

大阪市 
大阪市児童を虐待から守り 

子育てを支援する条例 
議員立法 H22.12.15施行 

堺 市 堺市子どもを虐待から守る条例 議員立法 H23.6.23施行 
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